














2 健康診査の医師会全面委託方式(いわゆる北九州方式)の概要

(1)医師会委託までの経緯

北九州市は昭和 38 年、小倉市等 5市が合併し発足した。当時、これらの市においては(設

立当初の北九州市も)、校区単位による集団健診が実施されていた。しかし、集団健診に

対する批判が市小児科医会等からなされ、これを受け、昭和 44 年から、市と市医師会と

の間の委託契約により、乳児(4 か月児・ 7 か月児)について、医療機関で個別に健診が行

われることとなった。また、精密健診が、指定医療機関で公費負担にて実施されることと

なった。その後、委託される母子保健事業の範囲は順次拡大され、昭和 45 年には妊婦健

診、3 歳児健診(含む、歯科健診)昭和 53 年には 1 歳 6 か月児健診が医療機関で実施され

ている。

(2)現在の実施体制(別紙参照)について

①窓口健診方式

健診は、母子健康手帳綴じ込みの健康診査受診票を登録医療機関に提示することにより、

4 か月、7 か月、1 歳 6 か月及び 3 歳時に受診することができる。なお、1 歳 6 か月及び 3

歳については、医科と歯科とを別に受診する。

乳幼児に対する健康診査の受診率は、4か月児・ 95.3%、7 か月児・ 92.1%、1 歳 6 か月児・

82.3%、3 歳児・ 66.5%(平成 2年)である。

②母子登録管理制度

妊娠の届出時に、登録管理票が市によって作成され、4か月児・ 7か月児・ 1歳 6か月児・

3歳児の健診結果が一貫して記録されることとなっている。

③保健指導及び事後措置の実施体制

医療機関における健診受診後、検査結果は保健所に通知され、これに従い、保健所では、

その子に対する保健指導 (原則集団指導((1～2 回/月、保健所で実施))、必要に応じて個

別指導を実施)が行われる。

また、精密健診や治療が必要な場合においては、保健所が市立総合療育センター等の専門

医療機関や児童相談所に紹介しているが、登録医療機関から直接紹介することもある。

健診受診後、保健指導を受けるため保健所に来所する率は、4か月児・ 24.7%、7 か月児・

24.3%、1 歳 6 か月児・ 16.6%、3 歳児・ 16.8%である。


